
岐南町会計年度任用職員(パートタイム)募集要項 
  
１．募集職種  
  介護認定調査員 
 
２．業務内容  

介護保険に関する認定調査、委託先事業者等の調査員が作成した認定調査票の確認等 
 

３．採用予定人数 
  ３名程度 

※選考の結果、合格基準を満たしており、かつ今回の選考では採用に至らなかった者について、

名簿登録者として登録し、令和８年度中に欠員等が生じた際に、順位順に任用します。 
 
４．応募資格  

・都道府県又は指定都市が行う認定調査員新規研修を修了している者 
・自動車運転免許証を所持している者 
※認定調査員新規研修を修了している者の募集が無い場合は、介護支援専門員証（有効期間満

了前）を有し、その業務について厚生労働省の定める基準に違反したことがない者を応募資格

とし再募集する。その者には町の実施する認定調査員研修を受講していただくこととする。 
（注意）地方公務員法第１６条（欠格条項）に該当する者は受験できません。 
 ◆禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなる  

までの者 
 ◆岐南町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
 ◆日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 
  
５．勤務条件  
（１）任用期間 
  任用開始日から令和９年３月３１日まで 
 ※次年度以降も任用の必要性があり、かつ、勤務成績が良好な場合は再度の任用を行うことが

あります。 
（２）勤務地 
 保険年金課（役場から公用車で調査対象者宅や病院や施設などへ行きます） 
（３）報酬 

時給１，４８６円 
（４）手当等 

交通費 
 ◆交通費は２㎞以上で交通用具または公共交通機関を利用する場合に支給（ただし限度額あり） 
（５）勤務時間 

８時３０分から１７時１５分までで、１週間あたりの勤務時間は２０時間未満 
 



（６）休日 
毎週土・日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

（７）社会保険 
加入なし 

（８）服務 
地方公務員法の分限、懲戒及び服務に関する規定の対象になります。 
 

６．選考について 
（１）選考方法 

提出書類審査及び面接 
（２）選考日程 

随時 
 ※具体的な日時等は応募者に個別に連絡調整したうえで決定します。 
（３）会場 
 岐南町役場 
 
７．選考申込手続 
（１）申込手続 

岐南町会計年度任用職員採用選考申込書に必要事項を記入し、３か月以内に撮影した写真（正

面向き、本人と確認できるもの）を貼付し、以下の書類と返信用封筒（１１０円切手を貼付）を

併せて持参または郵送により提出してください。郵送による申し込みについては、封筒の表に「選

考申込書在中」と朱書きし送付してください。 
※添付書類 
◆都道府県又は指定都市が行う介護認定調査員新規研修の修了証明書の写し 
（２）申込期間 

随時選考を実施し、定員に到達次第、募集を終了します。 
※受付時間は平日９時から１６時４５分まで。土・日曜日及び祝日は受け付けません。 
 

８．提出先 
〒 ５０１－６１９７ 
 岐南町八剣７丁目１０７番地 
 岐南町役場 健康福祉部保険年金課 
 TEL ０５８－２４７－１３４１（直通） 


